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「1997 年一般電気通信法」に基づき、1997 年 11 月に独立規制機関として設立

された。MCOM が策定する電気通信事業の基本政策に基づき、電気通信に関する

以下の管理・監視業務を所掌し、活動状況を MCOM 及び国会に報告する義務を

有する。  

・周波数及び衛星軌道の管理  

・電気通信事業者間の紛争処理  

・許認可により事業者間の競争を促進  

・消費者保護  

・料金規制の策定  

・電気通信サービスの開始／廃止勧告  

・電気通信産業の経済的規制  等  

Ⅱ 法令  

１ 1997 年一般電気通信法（General Telecommunications Law of 1997、法律第

9472 号） 

同法により、それまで当時の通信省に与えられていた事業免許・許可等の権限

のほとんどが Anatel に移管された。旧国営通信事業者テレブラス（Telebras）の

民営化や、競争的市場を創出するための諸条件を定めており、電気通信に関する

基本法令となっている。主な内容は以下のとおりである。  

・テレブラスの民営化  

・独立規制機関 Anatel の創設  

・事業免許、企業統廃合等、通信事業体の構成に関する Anatel の関与  

2019 年 10 月 4 日には、ボルソナロ大統領（当時）が電気通信規則の近代化を

目的とした「1997 年一般電気通信法」の改正法（法律第 13879 号）に署名した。

概要は以下のとおりである。  

・電気通信事業者は、現行の「concession」に基づき事業を行うか、通信基盤

を所有したうえで定期的に更新することが可能な「authorization」を取得し、事

業を行うかを選択できる。  

・電気通信事業者は、現行制度で公衆電話や固定電話等のユニバーサル・サー

ビスに対して義務付けられている投資を、ブロードバンド等の収益性の高い事業

に充てることができる。  

・電気通信事業者が所有する旧国有資産の売却規制を緩和する。  

・移動体通信使途で割り当てられた周波数帯の 2 次取引を認める。  

・衛星通信事業者に対する周波数割当はオークションではなく、直接申請を可

能とする。  

２ 1996 年最小限法（Minimum Law of 1996、法律第 9265/96 号） 
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テレブラスの民営化に先駆け、1996 年 7 月、移動体通信事業、衛星事業及び付

加価値事業の自由化を規制した法律が制定された。テレブラスから移動体通信事

業を分離すること、移動体通信事業を 10 の営業地域に分割すること、移動体通

信事業への外資比率を 49％に制限（1999 年に外資比率制限は廃止）することが

規定された。  

３ 2014 年インターネット憲法（Civil Rights Framework for the Internet、

法律第 12965 号） 

2014 年 4 月、ネット中立性や表現の自由、個人情報の保護等を規定した「2014

年インターネット憲法」が成立した。同法では、インターネットの中立性に関し

て、電気通信事業者によるユーザへの料金や接続速度による差別化を禁止すると

ともに、特定のコンテンツ事業者への有償優遇措置を禁じた。  

４ 2018 年個人情報保護法（Personal Data Protection Law、法律第 13709 号） 

2020 年 9 月 18 日、ブラジルの「個人情報保護法（Lei Geral de Proteção de 

Dados：LGPD）」が施行された。LGPD は、2018 年 5 月に施行開始された「EU

一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）」とほぼ同

じ内容となっており、自由及びプライバシーに関する基本的権利（個人情報への

アクセス権、訂正権、アップデート権、削除権、ポータビリティ権、匿名化権、

同意の撤回権等）の保護を目的として、個人情報の適切な取扱いを定めたもので

ある（Ⅲ－５の項参照）。  

Ⅲ 政策動向  

１ 免許制度  

（１）概要  

「1997 年一般電気通信法」によれば、電気通信サービスを実施するための免許

は、サービスの機能（公的又は私的）に沿って交付及び規制される。公的な電気

通信サービスは「concession」「permission」を Anatel によって付与されること

で実施できる。一方、私的な電気通信サービスは「authorization」を付与される

ことで実施できる。  

公的な電気通信サービスには、伝統的な固定電話サービスが含まれ、ユニバー

サル・サービスの実施に関する義務及びサービス品質の確保に関する規則が課さ

れている。私的な電気通信サービスには、移動体通信、ブロードバンド・サービ

ス、有料放送、付加価値サービス等が含まれる。これらのサービスにはユニバー

サル・サービス義務は課されていないものの、サービス品質規則が課されている。  

2019 年 10 月の「1997 年一般電気通信法」の改正では、市場競争・設備投資を

促進するため、「concession」から「authorization」への免許種別の変更を条件付

きで認める条項が加えられた。  
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（２）外資規制  

1999 年 7 月に、電気通信分野での外資規制は撤廃された。現在、スペイン資本

のテレフォニカ（Telefónica）、メキシコ資本のアメリカ・モビル（America Movil）

及びテルメックス（Telmex）、イタリア資本のテレコム・イタリア（Telecom Italia）

等がブラジルの電気通信市場に進出している。なお、基本的電気通信サービス免

許は、国内法に基づき設立されたブラジル法人（議決権付き株式の過半数を所有）

にのみ付与される（政令第 2617 号）。  

２ 競争促進政策  

（１）民営化及び自由化  

1998 年 4 月に、「一般免許計画（1998 General Concession Plan：PGO、法律

第 2532 号）」が発布され、固定通信市場の自由化に向けての具体的な内容が規定

された。これを受けて Anatel は、それまで通信市場を独占していたテレブラス

を市内電話 3 社、移動体通信 8 社、国際・国内長距離通信 1 社に分割再編した。 

政府は、固定通信市場の民営化に際して、全国を三つの営業地域に分割し、各

営業地域で旧テレブラス系の事業資産を引き継ぐ 1 社（concessionaire）に事業

免許を付与した。1999 年には、固定通信市場への新規参入を促す目的で、競争入

札が実施された。これにより、各営業地域において、旧テレブラス系事業者と競

争事業者（ミラーカンパニー）による 2 社競争体制が確立されることとなった。 

2001 年 12 月、政府は旧テレブラス系事業者に新規参入事業者との相互接続を

義務付けた。2002 年 1 月には、ブラジルの固定電話市場（市内電話及び国内・国

際長距離電話）が完全自由化された。  

一方、移動体通信市場は、全国を 10 の営業地域に分割し、各地域のテレブラス

の資産を引き継ぐ A バンド事業者 8 社と、新規参入事業者である B バンド事業

者 8 社に免許が付与された。これにより、地域ごとに少なくとも 2 社が競合する

競争体制が確立された。また、Anatel は、更なる競争促進を目指し、2001 年か

ら 2002 年にかけて GSM 及び 3G 用周波数オークションを実施した。その結果、

30 を超える事業者が移動体通信市場に参入することとなり、地域ごとに 3～4 社

が競合する形となった。その後、2012 年 6 月に 4G 用、2014 年 9 月に 700MHz

帯、2021 年 11 月に 5G 用周波数オークション等が実施され、新規参入の機会が

増え、競争活性化が図られた。しかし、ブラジルの移動体通信市場は、経営力に

劣る小規模事業者が淘汰される一方、海外資本によるグループ化が一層進み、

2022 年現在では自社で移動体通信網を保有する移動体通信事業者（Mobile Net-

work Operator：MNO）は、テレフォニカ・ブラジル（Telefónica Brazil、ブラ

ンド名：Vivo）、クラロ（Claro）、TIM ブラジル（TIM Brasil）、Oi、アルガー・

テレコム（Algar Telecom）、Sercomtel、サーフ・テレコム（Surf Telecom）の既

存 7 社に、2021 年 11 月の周波数オークションで 5G 免許を取得した Brisanet 



ブラジル 

5 

Telecomunicacoes、Unifique、Copel Telecom、Cloud2 U、Winity Telecom の新

規 5 社を加えた計 12 社となっている。  

（２）仮想移動体通信事業者（MVNO）促進政策  

Anatel は 2010 年 11 月に MVNO 事業を解禁したが、MVNO 市場が期待した

ほど活性化されていないことから、2016 年 3 月、MVNO 規則である「仮想通信

網による個人向け移動体通信サービスの提供に関する規則（Regulations for the 

Exploitation of the Personal Mobile Service via the Virtual Network）」の改正

を承認した。新規則では、規則に従わない、あるいは市場競争を阻害する MVNO

事業者に対しては事業認可を取り消すこととした。また、Anatel は 2020 年 10

月、新たな規則を策定し、MVNO が複数の MNO とホールセール契約を締結し、

MVNO サービスを提供することを可能とした。  

３ 情報通信基盤整備政策  

（１）ユニバーサル・サービス  

1998 年 5 月、基本的電気通信サービスの提供を義務付ける「ユニバーサル・

サービス化目標プログラム（ General Program for Universalization Goals：

PGMU）」が制定された。このプログラムは、元来、固定電話を提供する旧テレブ

ラス系事業者に対するユニバーサル・サービスの達成目標を規定したものである。

PGMU の達成目標は 1998 年以降、複数回にわたり段階的に改定が行われ、2018

年 12 月には、Anatel は 2017 年から 2025 年までの「PGMU V」の達成目標を採

択した。具体的には、都市部（住民数 300 人以上の自治体）において要請に応じ

た個人への電話サービス提供義務、学校や図書館、医療機関、警察署等の公共施

設への電話サービスのアクセス提供義務、障がい者・低所得者に対する電話サー

ビスの提供義務、農村部における公衆電話の設置義務等が含まれている。  

また 2019 年 1 月 に発効さ れた「 政令 第 9619 号」で は、 通信事業 者

（concessionaire）は、公衆電話の代わりに、4G や固定無線アクセス（FWA）等

の基地局設置で代替することが可能となった。これにより通信事業者はこれまで

課されていた、公衆電話を 300m ごと、かつ住民 1,000 人当たり 1 台以上設置す

るという義務から解放されることとなった。また、通信事業者は、固定通信基盤

を必要とする 1,473 の自治体向けに 2019～2023 年末までに段階的に 4G/FWA 基

地局を設置することが求められる。  

2021 年 1 月 27 日には、「政令第 9619 号」（2019 年 1 月発効）を改正する「政

令第 10610 号」が公布され、光ファイバ・バックホール整備に関する具体的達成

目標が公表された。今回の政令では、2024 年末までにすべての地方自治体に最低

でも 10Gbps の速度での伝送が可能な光ファイバ・バックホールを整備すること

が示された。Oi、テレフォニカ・ブラジル、クラロ、アルガー・テレコムの 4 社

は、下記のスケジュールに沿って、自費負担により目標を達成しなければならな
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い。  

・2021 年 12 月 31 日までにカバレッジ 10%を達成  

・2022 年 12 月 31 日までにカバレッジ 25％を達成  

・2023 年 12 月 31 日までにカバレッジ 45％を達成  

・2024 年 12 月 31 日までにカバレッジ 100％を達成  

（２）通信関連基金（Fust/Fistel/Funttel）の設立  

現在、三つの基金が存在している。ユニバーサル・サービス基金（Fund for Uni-

versalization of Telecommunications Services：Fust）は、基本的電気通信サー

ビスを確保するため、そのコストの一部を支援することを目的とした基金であり、

通信事業者は月間収入の 1％を負担することとなっている。  

通信監査基金（Telecommunications Supervision Fund：Fistel）は、二つの税

で構成されており、一つ目は SIM を初めて有効化した際に課税される導入監査税

（Installation Inspection Fee：TFI）、二つ目は有効な各 SIM に年間課税される

運用監査税（Operation Inspection Fee：TFF）である。  

通信技術開発基金（Telecommunications Technology Development Fund：

Funttel）は、技術イノベーションの振興、人材開発等に用いられている。通信事

業者は電気通信サービスの月間収入の 0.5％を負担している。  

（３）ブロードバンド政策  

2014 年 8 月、ルセフ大統領（当時）が「ブロードバンド・フォー・オール（Broad-

band for All）」プロジェクトを発表した。2019 年までに全国 5,570 の自治体の約

90％を光ファイバ網で結び、平均 25Mbps の高速インターネット・サービスを提

供するとの目標を掲げた。  

更に 2016 年 5 月には、「政令第 8776 号」に基づき、「国家ブロードバンド計画

（National Broadband Program：PNBL）」の後継プロジェクトとなる「インテ

リジェント・ブラジル（Brasil Inteligente）」を開始した。同プロジェクトでは、

2019 年までに、20 億 BRL を投資して、70％の自治体（人口にして 95％）が光

ファイバ網にアクセスできる環境を構築する。インテリジェント・ブラジルの財

源の一部は、2015 年 12 月に実施された 1.8GHz 帯、1.9GHz 帯及び 2.5GHz 帯

の周波数オークションの収益から充てられた。また、同計画には、5G 及び IoT に

対する開発支援も含まれている。  

MCTIC（当時）は 2017 年 12 月、今後 18 か月でルーラル地域を中心とした全

国 4 万か所に無線接続ポイントを設置するプログラム「インターネット・フォ・

オール（Internet for All）」を開始すると発表した。同プログラムは 2018 年 1 月

よりサンパウロ州、アマゾナス州、サンタカタリーナ州の約 300 の自治体を皮切

りに全国に拡大する。MCTIC（当時）が、無線接続ポイントの設置場所を選定し、

自治体が費用を負担することになっている。  
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2019 年 6 月には、Anatel が光ファイバ網への官民の投資を促すことを目的と

した「電気通信ネットワーク計画（Plan for Telecommunications Networks：

PERT）」プログラムを承認した。PERT では、光ファイバ網の敷設が困難な地域

では、衛星やその他の技術を使ったブロードバンド・アクセスを提供するために、

官民の投資を推進する。  

ブラジル政府は 2021 年 9 月 17 日、北部アマゾン地域の通信インフラ整備を目

的とした、新たな「政令第 10800 号」を公布した。この「持続可能なアマゾン統

合プログラム（Programa Amazonia Integrada Sustentavel：PAIS）」は、八つ

のプロジェクトが予定されており、ブラジル北部の 59 都市を接続し、約 1,000 万

人の住民が恩恵を受けることになる。光ファイバ回線は、全長 1 万 2,000km に達

し、環境負荷を低減するため、川底に敷設される。MCOM は、国防省（Ministry 

of Defence）、教育省（Ministry of Education：MEC）、保健省（Ministry of Health）、

科学技術革新省（Ministry of Science, Technology and Innovations：MCTI）、

Anatel と共に PAIS を実施する。  

その第 1 弾となる「Norte Conectado」プログラムによる全長 770km の光ファ

イバ網「Infovia 00」の敷設が 2022 年 1 月末に完了し、パラー州とアマパ州の住

民 100 万人にブロードバンド接続を提供している。国立教育研究ネットワーク

RNP（Rede Nacional de Ensino e Pesquisa）が PAIS の運営を担当する。  

４ ICT 政策  

（１）国家 IoT 計画  

ボルソナロ大統領（当時）は 2019 年 6 月、「国家 IoT 計画（National IoT Plan）」

を制定するための「政令第 9864 号」に署名した。  

国家 IoT 計画は、MCTIC（当時）や経済省、ブラジル国立経済社会開発銀行

（National Bank for Economic and Social Development：BNDES）、民間企業、

学界等が共同策定したもので、2018 年 3 月に発表された「国家デジタル・トラン

スフォーメーション戦略（Brazilian Digital Transformation Strategy：E-Digi-

tal）」の柱の一つとして位置付けられる。E-Digital は、向こう 4 年間に、デジタ

ル化技術を最大限に活用してブラジルの生産性、国際競争力、収入・雇用水準の

向上を実現して、すべての人に公正で豊かな社会の構築を目指すものである。  

国家 IoT 計画では IoT 政策に関するガイドラインを策定した。この中で、セン

サ及び IoT デバイスを通信機器ではなく付加価値サービスに分類しており、これ

によりセンサと IoT デバイスは Fistel への納税が免除される。また、国家 IoT 計

画の諮問機関として「M2M 及び IoT の発展のための管理・監視評議会（通称 IoT

評議会）」を創設した。IoT 評議会は、IoT ソリューションの開発と利活用を促進

するために、官民パートナーシップの促進や政策の提案、公共団体との連携等に

取り組む。  
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（２）デジタル・サービス税  

テメル大統領（当時）は 2016 年 12 月、「サービス税改正法案」に署名した。

これにより、ブラジル国内ではネットフリックス（Netflix）やスポティファイ

（Spotify）等のオンライン・コンテンツに課税することができるようになった。

法律によれば、課税対象は「データ、テキスト、画像、動画、電子文書、アプリ

ケーション、情報システムを対象とした情報処理、ホスティング」、並びに「ゲー

ムを含むコンピュータ・プログラム、音楽、動画、画像等のインターネット上で

の開発あるいは提供」とされている。  

2020 年 5 月には、デジタル・サービスを提供する企業の売上げに対して課税す

る法案（法案第 2358/2020 号）が連邦議会下院に提出された。同法案は、ブラジ

ルでデジタル・サービスを提供する一定規模以上の企業に対して、その国内での

売上高に対して課税することを規定している。課税対象となるのは全世界売上高

が 30 億 BRL 超かつ、国内売上高が 1 億 BRL 超の企業で、税率は国内の売上高

に応じて 3 段階に設定されている。  

・国内売上高が 1 億 BRL 超～1 億 5,000 万 BRL 以下：国内売上高の 1％  

・国内売上高が 1 億 5,000 万 BRL 超～3 億 BRL 以下：国内売上高の 3％  

・国内売上高が 3 億 BRL 超：国内売上高の 5％  

徴収された税は国家科学技術開発基金（National Fund for Scientific and Tech-

nological Development：FNDCT）に蓄積され、デジタル分野のイノベーション

推進等に用いられる。  

なお、デジタル課税については、2021 年 10 月 8 日に OECD で新たな国際的

課税ルールについて最終合意に達した。136 か国・地域が新ルールを支持し、ブ

ラジルも合意に参加した。売上高が世界全体で 200 億 EUR 以上で、利益率が 10％

を超えるグローバル企業を対象に、これらの企業の売上高の 10％を超えた税引前

利益の 25％を課税の対象とし、売上高に応じてサービスの利用者がいる国に配分

するというもの。既に独自のデジタル税を導入している国は、2023 年を目処に廃

止する方向で準備を進める。  

５ 消費者保護政策  

プライバシー保護  

2020 年 9 月 18 日、「個人情報保護法（LGPD）」が施行された。LGPD は、2018

年 8 月 14 日に制定され、2019 年 7 月 9 日の改正を経て、2020 年 8 月 16 日に施

行される予定であった。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対

応や、大統領による暫定措置の提出等により、施行が延期されていた。2020 年 8

月 26 日、ボルソナロ大統領（当時）が LGPD を直ちに発効させる改正案に署名

し、2020 年 9 月 18 日に LGPD が施行された。  

LGPD は、企業や公的機関が国民の個人情報を収集するに当たり明示的に本人
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の同意を得ることや、収集した個人情報に関して当人がアクセスする権利、修正

や削除を要請する権利を規定している。  

また、より高い保護水準を定めた「機微（センシティブ）データ」というカテ

ゴリーを設け、人種、民族、思想信条、宗教観、健康状態等に関する情報につい

ては、本人の明示的な同意がない限り、商用に用いることを禁じている。  

ブラジル人の個人情報の国外転送に関しては、転送先の国がブラジルと同等レ

ベルの個人情報保護法制を有しているか、事業者が同等レベルの保護を保障する

場合にのみ認められる。他方、ブラジル人の生命・健康の保護上で必要な場合、

また、その他法令上の要請がある場合等正当な目的がある場合に限り、個人デー

タの転用が認められる等の例外規定が設けられている。  

罰則に関しては、法令を順守しない企業に対して年間売上額の 2％、又は 5,000

万 BRL のいずれか低い方の課徴金が課される。  

Ⅳ 関連技術の動向  

基準認証制度  

無線機器の基準認証は、「電気通信機器の基準認証及び適合証明にかかわる規

則（附則、決定第 242/2000 号）」に基づき、Anatel が所掌している。Anatel は、

基準認証証明機関（Designated Certification Organization：OCD）を指定し、

検査及び証明書の発行等の業務を委託している。輸入される機器も、OCD の証明

を受ける必要がある。認証の申請はブラジル籍の代理人又は代表者に限られる。

また、OCD は認証を受けた製品の市場での適合性の監視も担当し、サンプリング

調査等を実施している。  

Anatel は認証機器を以下の 3 種類に分類し、認証された機器には Anatel マー

クが付される。カテゴリーⅠ：電気通信端末機器、カテゴリーⅡ：無線通信機器、

カテゴリーⅢ：その他通信装置である。また、Anatel は 2002 年に規則を変更し

て、認証のための試験は、ブラジルでの試験が不可能な機器を除いて、ブラジル

国内の認定試験機関が実施する必要があるとの条件を付している。  

承認を受けた機器の情報は Anatel のウェブサイト上で公開される。  

Ⅴ 事業の現状  

１ 固定電話  

ブラジルでは従来の固定電話網（PSTN）に加え、VoIP や FWA による音声通

話サービスが提供されているが、近年、移動体通信サービスが急成長したことも

あり、固定電話の契約数は減少傾向にある。  

ブラジルの固定電話市場は近年、大型買収・合併が繰り返され、現在では Oi、

テレフォニカ・ブラジル、クラロの既存電気通信事業者 3 社で 8 割以上のシェア
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を占めている。これら以外では、ミナスジェライス州を本拠地とする地域通信事

業者のアルガー・テレコムが小規模ながら PSTN を提供し、また FTTx ネット

ワークを介して VoIP を提供している TIM ブラジル等がいる。Anatel によると、

2022 年 9 月現在、固定電話市場シェアは、クラロが 40.0％、Oi が 25.0％、テレ

フォニカ・ブラジルが 21.9％、アルガー・テレコムが 4.2％、TIM ブラジルが 2.3％

を占めている。  

2016 年 6 月、地場企業の Oi がリオデジャネイロ州の裁判所に、同社及び子会

社 6 社の会社更生手続の適用を申請した。負債総額は 654 億 BRL となり、ブラ

ジルにおける過去最大の破たんとなった。2017 年 12 月に、Anatel を含む債権者

側は、Oi がリオデジャネイロ州の裁判所に提出した経営再建計画案を承認。2019

年 1 月には、再建計画が実施され、第三者割当増資の過程で計 32 億 2,600 万株

の新株が発行され、資金繰りに窮する Oi に約 40 億 BRL の資金をもたらした。  

２ 移動体通信  

ブラジルの移動体通信市場は、5 年連続で加入数が減少していたが、2020 年に

は再び増加に転じ、Anatel によると、2021 年 12 月末時点で加入数は 2 億 1,966

万に達し、回復基調を見せている。大手移動体通信事業者は、Fistel への納税を

回避するため、使われないまま眠っている膨大な移動電話のアカウントを遮断す

る措置を実施しており、この措置がプリペイド式移動電話の加入数に影響を与え

ている。2022 年 9 月現在、プリペイド加入者の比率は 45.6％に低下した。  

移動体通信市場は、テレフォニカ・ブラジル、クラロ、TIM ブラジルの大手 3

社で市場シェアをほぼ独占している。これ以外では、市場シェアが 1％前後の小

規模事業者が多数（アルガー・テレコム、Brisanet Telecomunicacoes、Sercomtel、

サーフ・テレコム、Unifique、Winity Telecom 等）存在する。Anatel によると、

2022 年 9 月現在、大手 3 社の加入者シェアはテレフォニカ・ブラジルが 37.6％、

クラロが 33.4％、TIM ブラジルが 26.6％となっている。  

2020 年 12 月 14 日に Oi の移動体通信事業がオークションにかけられ、最終的

に 165 億 BRL で落札された。落札したのは、テレフォニカ・ブラジル、TIM ブ

ラジル、クラロからなるコンソーシアムである。TIM ブラジルは、総額の約 44％

を支払うことになり、これにより Oi の顧客約 1,450 万人（全体の約 40％）、49MHz

の周波数（Oi が保有している周波数の 54％）、7,200 の基地局（49％）を保有す

ることになった。テレフォニカ・ブラジルは、総額の約 33％を支払い、顧客約

1,050 万人（29％）、43MHz の周波数（46％）、2,700 の基地局（19％）を確保し

た。クラロは総額の約 22％を支払い、顧客の 32％と 4,700 の基地局（32％）を

獲得した。司法再建裁判所はこの取引を承認し、4 社は 2021 年 1 月に「株式の売

買及びその他の誓約に関する契約」を締結した。2022 年 2 月には、Anatel 及び

反トラスト規制当局である経済擁護行政委員会（Conselho Administrativo de 
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Defesa Economica：CADE）がこの取引を承認し、同年 4 月までに売却手続が完

了した。  

移動体通信システムは、4G が主流となっており 8 割以上の市場シェアを占め

てりる。  

5G の動きとしては、2016 年 10 月にクラロがスウェーデンのエリクソン（Er-

icsson）と共同で 15GHz 帯（14.7-15.1GHz）を用いて、同国初の 5G デモンスト

レーションを実施した。2021 年 2 月には Anatel が周波数オークション規則を発

表したことから、5G の実証実験が本格化。TIM ブラジルは、華為技術（HUAWEI）

やサムスン（Samsung）、台湾の半導体メーカーのメディアテック（MediaTek）、

エリクソン等と提携し、5G の実証実験を実施した。テレフォニカ・ブラジルは、

ノキア（Nokia）やクラウド事業を手がける米アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）

と提携し、クラウドベースの 5G の実証実験を行っている。また、Sercomtel は、

ノキア及びブラジル農業研究公社（Embrapa）と提携し、ロンドリーナ（パラナ

州）で 5G 試験を行い、自律走行トラクターやドローン、遠隔監視システム等が

試された。2021 年 11 月に 5G 周波数オークションが行われ、5G の商用サービス

展開がようやく始まり、同年 12 月には、アルガー・テレコムとクラロが、本オー

クションで落札された周波数を使用し、最初の 5G サービスを開始し、これより

少し遅れて 2022 年 3 月と 7 月に TIM ブラジルとテレフォニカ・ブラジルが 5G

サービスを開始している。5G から新規参入となる Brisanet Telecomunicacoes、

Unifique、Copel Telecom、Cloud2 U、Winity Telecom は 2023 年までに商用サー

ビスを開始する計画である。  

MVNO を促進する政策が実施されているにもかかわらず、MVNO 市場はまだ

活気を帯びておらず、移動体通信市場全体におけるシェアはわずか 1%弱にとど

まっている。主な MVNO は、サーフ・テレコム、J. Safra Telecomunicacoes、

America Net 等である。一方、Datra Mobile、T-Systems Brasil 等が IoT/M2M

市場において一定の成功を収めている。  

３ インターネット  

固定ブロードバンド回線の主流は xDSL から FTTx に移っており、FTTx は中

間所得層の拡大を背景に有料放送やインターネット配信サービスに加入するユー

ザが増え、シェアを伸ばしている。Anatel によると 2022 年 9 月現在、ブロード

バンド技術で最も普及しているのは FTTx で、68.3％の市場シェアを誇る。2 位

は、シェア 20.9％のケーブルモデムで、それ以降は 6.7％の xDSL、3.4％の FWA、

0.7％の衛星ブロードバンドと続く。  

ISP は、ケーブルテレビ最大手 NET セルビソス（NET Servicos）と固定通信

エンブラテル（Embratel）を傘下に持つクラロを筆頭に、フランスのメディア大

手ビベンディ（Vivendi）から Global Village Telecom（GVT）を買収したテレフォ
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ニカ・ブラジル、地場企業 Oi の大手 3 社が、ブラジルのインターネット市場を

支配している。Anatel によると、2022 年 9 月現在、各事業者のシェアはクラロ

が 22.7％、テレフォニカ・ブラジルが 15.0％、Oi が 11.9％となっている。これ

以外では、移動体通信大手から FTTH プロバイダに転身した TIM ブラジルや、

地域事業者のアルガー・テレコム、Brisanet Telecomunicacoes、Desktop、Vero 

Internet、 Unifique 等がいる。また、有料放送事業者のスカイ・ブラジル（Sky 

Brazil）が 2.5GHz 帯を利用した TD-LTE サービスを提供している。  

2021 年 3 月、テレフォニカ・ブラジルは、カナダ・ケベック州の投資信託銀行

（Caisse de Depot et Placement du Quebec：CDPQ）と、ブラジルにおける光

ファイバのホールセール事業を手がける新会社「FiBrasil Infraestrutura e Fibra 

Otica（FiBrasil）」を設立することで合意した。CDPQ は、この合弁会社に対し

て 18 億 BRL を投資した。テレフォニカ・ブラジルと CDPQ は新会社の株式を

それぞれ 50%ずつ保有する。FiBrasil はホールセール会社としてサンパウロ州以

外の都市で光ファイバ・ネットワークを構築・運用し、地域のプロバイダに回線

を提供する。4 年以内に 550 万世帯分の光ファイバ・ネットワークを構築する計

画だ。同様の取組みは TIM ブラジルにも見られる。TIM ブラジルは 2020 年 12

月にブラジルの光ファイバ事業を分社化し、新たにホールセール会社「FiberCo 

Soluções de Infraestrutura（FiberCo）」を立ち上げた。2021 年 3 月には、FiberCo

の売却に関して、通信インフラ企業の IHS Brasil Participaçõe（IHS）と交渉を

開始し、2021 年 11 月に取引が成立した。 IHS は FiberCo の 51％の株式を保有

する。IHS は、新興市場に特化した通信インフラの大規模かつ多様なプロバイダ

であり、アフリカ、中東、ラテンアメリカの 9 か国で事業を展開している。  

Ⅵ 運営体  

１ Oi 

Tel. ＋55 21 3131 2918 

URL https://www.oi.com.br/ 

所在地  
Rua Humberto de Campos 425, Leblon, Rio de Janeiro  

RJ 22430-190, BRAZIL 

幹 部  Rodrigo Modesto de Abreu（最高経営責任者／CEO）  

概要  

リオデジャネイロに本社を置く総合通信事業者である。  

総合通信事業者としての地位を強化すべく、2007 年 2 月より全サービスにつ

いて「Oi」のブランド名を冠することとした。2008 年 9 月に衛星放送免許を取得

している。  
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2020 年 12 月には移動体通信部門がオークションにかけられ、テレフォニカ・

ブラジル、TIM ブラジル、クラロからなるコンソーシアムに 165 億 BRL で落札さ

れた。  

2021 年度の売上高は 179 億 3,300 万 BRL であった。  

２ テレフォニカ・ブラジル（旧 Telesp）  

Telefónica Brazil 

Tel. ＋55 11 3549 7200 

URL https://www.telefonica.com.br/ 

所在地  
Rua Martiniano de Carvalho 851-17 andar 

Sao Paulo 01321-000 BRAZIL 

幹 部  Christian Gebara（最高経営責任者／CEO）  

概要  

1998 年にサンパウロで固定電話事業者として出発した Telesp が、スペインの

テレフォニカを主として編成されたコンソーシアムにより買収され、テレフォニ

カ・ブラジルとして市内・長距離電話及び国際長距離電話を提供していた。2006

年 1 月の固定通信免許の更新により、有効期間が 2025 年 12 月 31 日まで 20 年

間延長された。2011 年 3 月、ジョイント・ベンチャーのパートナーであるポルト

ガル・テレコム（Portugal Telecom）からブラジルの移動体通信事業 Vivo Partic-

ipacoes の 50％の株式を買収。2012 年 4 月、ブランド再構築戦略の一環として、

グループ企業を「Vivo」ブランドに統一した。2015 年 5 月にブラジルで加入者数

第 4 位の固定通信事業者である GVT を買収したことで、市場シェアを飛躍的に

伸ばした。  

スペインの親会社テレフォニカがテレフォニカ・ブラジルの株式の 74.20％を

保有。2021 年度の売上高は 440 億 2,361 万 BRL。2021 年 12 月末の加入者数は、

固定電話が 747 万、移動電話が 7,145 万、インターネットが 632 万、有料放送が

110 万であった。  

３ その他の主な事業者  

事業者  URL 出資組織  

クラロ  https://www.claro.com.br/ アメリカ・モビル：98.5％  

TIMブラジル  https://www.tim.com.br/ テレコム･イタリア：67％  

アルガー・テレコム  
https://www.algartelecom

.com.br/ 
アルガーS.A.：100％  
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放  送  

Ⅰ 監督機関等  

１ 通信省（MCOM）  

（通信／Ⅰ－１の項参照）  

放送行政は通信省（MCOM）が所管する。MCOM 内の放送事業局（Secretariat 

of Broadcasting：SERAD）が放送政策を担当している。ただし、公共放送機関

EBC（Empresa Brasil de Comunicação）の監督については、社会コミュニケー

ション局（Special Secretariat for Social Communications：Secom）が行ってい

る。Secom は、2023 年 1 月のルーラ新政権の発足に伴い、MCOM から分離し、

大統領府傘下へ移管されている。  

２ 電気通信庁（Anatel）  

（通信／Ⅰ－２の項参照）  

通信、インターネット、ケーブルテレビの規制監督を行う、連邦政府から独立

した機関である。  

Ⅱ 法令  

１ 1962 年ブラジル通信法（法律第 4117 号） 

同法が放送に関する一般規則を定めている。  

２ 2008 年公共放送法（法律第 11652 号） 

公共放送機関 EBC の設立に関して規定している。2017 年 3 月、同法の一部改

正（法律第 13417 号）が行われ、EBC 会長の罷免権が大統領に移管された。これ

により EBC に対する大統領の影響力が増すことになった。  

３ 2011 年有料テレビ法（法律第 12485 号） 

2011 年 9 月、「1995 年ケーブルテレビ法（法律第 8977 号）」に代わり「2011

年有料テレビ法（法律第 12485 号）」が成立した。これにより、通信事業者はケー

ブルテレビや衛星放送等の有料放送事業に参入できるようになったほか、外資の

参入も認められることとなった。2017 年 11 月には、ブラジル連邦最高裁判所が

「2011 年有料テレビ法」の一部を無効とする判決を下し、衛星放送やケーブルテ

レビで外国製の広告放送が認められることになった。  

Ⅲ 政策動向  

１ 免許制度  
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外資規制  

地上テレビ・ラジオ放送への外資の参入は 2002 年まで禁止されていたが、2002

年 5 月、政府は、国内に現地法人を持つ事業者が 30％を上限に放送事業者の株式

を保有することを認める決定を下した。ただし、「1962 年ブラジル通信法」に基

づき放送事業の代表者、編成責任者はブラジル国籍を有する者に限定される。な

お、ケーブルテレビ事業への外資の出資比率はこれまで上限が 49％に制限されて

いたが、「2011 年有料テレビ法」で上限が撤廃された。  

２ コンテンツ規制  

すべてのテレビ番組はその内容に応じて放送の時間帯が制限されており、視聴

可能最低年齢をテレビ画面に表示することが義務付けられている。また、「 2011

年有料テレビ法」では、放送内容について、午後 6 時から午前 0 時までのゴール

デンタイムのうち最低週 3 時間半は国内制作の番組を放送しなければならないと

しており、そのうち半分以上は放送事業者以外の制作とすることが定められてい

る。  

３ 地上デジタル放送  

ブラジル政府は、2007 年 12 月に地上デジタル放送の本放送を開始した。ブラ

ジル方式は、日本の ISDB-T をベースに改良が加えられたもので、ブラジル以外

に、ペルーやアルゼンチン、グアテマラをはじめとする中南米諸国で広く採用さ

れている。  

地上デジタル放送移行計画では当初、2016 年 2 月から地域ごとに順次アナロ

グ放送を終了し、2018 年 11 月までに全国でデジタル移行を完了する計画であっ

た。しかし放送設備及び受信機器の普及が進んでいないことから政府は 2016 年

1 月に地域ごとの移行スケジュールを見直すことにした。  

それによると、2016 年 2 月にパイロット地区であるゴイアス州リオヴェルデ

市でアナログ放送を終了する（実際に移行が完了したのは 2016 年 3 月）のを手

始めに、2016 年 10 月に首都ブラジリアとその周辺、2017 年 4 月にサンパウロ

大都市圏、2017 年 7 月にレシフェ、2017 年 9 月にサルヴァドールとフォルタレ

ザ、2017 年 10 月にリオデジャネイロ、2017 年 11 月にベロ・オリゾンテ、そし

て 2018 年 12 月までにその他の主要都市でアナログ停波を完了する計画であっ

た。しかし、多くの都市で、アナログ停波の基準となる地上デジタル放送の受信

可能世帯の割合が 90％に達していなかったため、アナログ停波が 1 か月程度遅

れ、実際にデジタル移行が完了したのは 2019 年 1 月であった。なお、全土での

アナログ停波は 2023 年末を計画している。  

Ⅳ 事業の現状  

１ ラジオ  



ブラジル 

16 

2021 年 6 月現在、約 2 万件を超えるラジオ局の放送免許が認可されている。

FM 局、AM 局以外にコミュニティ・ラジオ局が多数存在する。よく視聴されてい

るラジオ局は、公共放送機関 EBC が運営する Rádio Nacional のほか、商業ラジ

オ局の Rádio Globo、Jovem Pan 等である。  

デジタル放送への移行に伴い、地上放送に使用されていた 76-88MHz 帯が FM

局に割り当てられた。FM 局の帯域は 76-107.9MHz に拡大。これにより、AM 放

送から FM 放送へ転換するラジオ局が増えている。  

２ テレビ  

商業放送は、Rede Globo、Rede Record、SBT（Sistema Brasileiro de Televisão）、

TV Band、RedeTV!の 5 大ネットワークが直営局と系列局を通じて全国放送を実

施している。公共放送は、公共放送機関 EBC 傘下の TV ブラジル（TV Brasil）

により実施されており、ブラジル国土の約 90％をカバーしている。同局の番組は

地上テレビ、ケーブルテレビ、衛星放送等でも放送されている。この他の代表的

な公共放送には、サンパウロ州営の TV Cultura や教育省が運営する TV Escola

等がある。  

３ 衛星放送  

Anatel によると、2021 年 9 月末現在、有料放送の加入数数は 1,444 万である。

クラロ、スカイ・ブラジル、Oi の大手 3 社で有料放送市場シェアの 90％を占め

ている。プラットフォーム別では、DTH のシェアが 57.4％、ケーブルテレビが

33.4％、FTTH が 9.1％となっている。  

衛星放送はこの数年の間に新規参入が相次ぎ、クラロ、スカイ・ブラジル、Oi、

テレフォニカ・ブラジル、GVT、Nossa TV 等数十社が放送免許を受けて DTH サー

ビスを提供している。スカイ・ブラジルは、ブラジルの複合メディア大手 Rede 

Globo と米国の AT&T 傘下のディレク TV ラテンアメリカ（DirecTV Latin Amer-

ica）の合弁会社による衛星プラットフォームで、2022 年 9 月現在の加入数は 408

万、有料放送市場でのシェアは 28.3％となっている。  

４ ケーブルテレビ  

ケーブルテレビは、光ファイバへの需要の高まりに押され、加入数は減少傾向

にある。アルガー・テレコム等をはじめとする小規模事業者の中には、従来のケー

ブルテレビや衛星放送に基づいた有料放送事業から撤退する者も出ている。代わ

りに、OTT 等比較的安価な VOD サービスへと移行する傾向が見られる。  

ケーブルテレビ最大手はアメリカ・モビルで、同社はケーブルテレビ子会社の

NET セルビソスと衛星放送子会社のクラロ TV（Claro TV）を運営しており、両

者を合わせた加入数は 2022 年 9 月時点で 623 万である。  
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Ⅴ 運営体  

１ ブラジル・コミュニケーション会社（EBC）  

Empresa Brasil de Comunicação 

URL https://www.ebc.com.br/ 

幹 部  Glen Lopes Valente（会長／Director-President）  

概要  

公共放送機関 EBC は 2007 年に設立され、七つのラジオ局、TV ブラジルのほ

か、国際放送の TV Brasil International、通信社の Agência Brasil 等を運営し

ている。2019 年 1 月のボルソナロ政権発足に伴い、TV ブラジルは同年 4 月に連

邦政府の広報チャンネル NBR と統合され、新生の TV ブラジルとしてスタート

した。EBC の財源は、政府交付金、広告料、通信事業者の負担金である。EBC の

2022 年度予算は 6 億 4,100 万 BRL である。  

２ Rede Globo 

URL https://grupoglobo.globo.com/ 

幹 部  João Roberto Marinho（会長／President of the Board）  

概要  

ブラジルのメディア複合企業グローボ・グループ（Grupo Globo）が所有する

地上テレビ放送事業者で、ラテンアメリア最大の放送事業者である。本拠地はリ

オデジャネイロで、1965 年創業。地上テレビ放送は、五つの直営局及び 122 の系

列局で、国土の 98％以上をカバーしている。番組制作はテレノベラ（メロドラマ

に類似した連続ドラマ）が中心で、メキシコの Televisa に次ぐ制作本数を誇って

いる。中南米をはじめ、世界各国の放送事業者に番組販売を行っている。  

３ ブラジル・テレビ・システム（SBT）  

Sistema Brasileiro de Televisão 

URL http://www.sbt.com.br/ 

概要  

テレビ番組司会者でもあるシルビオ・サントス氏が創設した GSS（シルビオ・

サントス・グループ）が保有する視聴率第 2 位の放送局である。1981 年に創設さ

れた。本拠地はサンパウロで、直営局 8 局と系列局 104 局で全国をカバーしてい

る。  

電  波  
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Ⅰ 監督機関等  

１ 監督機関  

（１）通信省（MCOM）  

2020 年 7 月 10 日、MCTIC（当時）から分離する形で通信省（MCOM）が復

活した。  

（通信／Ⅰ－１の項参照）  

（２）電気通信庁（Anatel）  

（通信／Ⅰ－２の項参照）  

所掌事務  

「1997 年一般電気通信法」に基づき、MCOM が策定する電気通信事業の基本

政策の下に、周波数及び無線局を含む電気通信に関する管理・監視業務を所掌し、

活動状況を MCOM 及び国会に報告することになっている。  

２ 標準化機関  

ブラジル規格協会（ABNT）  

Brazilian Association of Technical Standards 

Tel.  ＋55 11 3017 3630 

URL http://www.abnt.org.br/ 

所在地  
Rua Conselheiro Nebias, 1.131 - Campos Eliseos - SP -01203-

002 São Paulo, SP, BRAZIL 

幹 部  Mario William Esper（会長／President）  

所掌事務  

1940 年に設立された。ブラジルを代表する標準化機関として国際的に認められ

た民間非営利団体であり、国際標準化機構（ International Organiztion for 

Standarization：ISO）、国際電気標準会議（International Electrotechnical Com

mission：IEC）、アメリカ標準化委員会（Pan American Standard Commission：

COPANT）、メルコスール標準化団体（Mercosur Association of Standardiza

tion：AMN）、国際試験所認定協力機構（ International Laboratory Accreditation 

Cooperation：ILAC）等の標準化業務を所掌している。  

Ⅱ 電波監理政策の動向  

１ 電波監理政策の概要  

Anatel が独立規制機関として、「1997 年一般電気通信法」に則った電波監理を

実施している。周波数分配は ITU の国際第 2 地域に対する分配に基づき行われて

いる。Anatel は通信用及び放送用の周波数を管理している。  

Anatel は 2 年ごとに周波数利用計画を見直すことが「1997 年一般電気通信法」
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により定められている。  

２ 無線局免許制度  

（１）免許手続等  

周波数の使用認可に関する規定は、「1997 年一般電気通信法」第 163～169 条

及び「周波数使用規則」の決議第 671/2016 号（2016 年 11 月 3 日）に定められ

ている。主な無線業務における免許付与は、セルラー及び PCS（Personal Com-

munications Service）は比較審査又はオークション、ブロードバンドはオーク

ション、放送（ラジオ、テレビ）は比較審査、衛星システムは先願方式で実施さ

れる。  

周波数リースについては、2019 年 10 月 4 日に成立した「1997 年一般電気通

信法」の改正法（法律第 13879 号）により可能となった。  

免許不要局については、「無線通信と制限された放射機器に関する規則（決議第

365/2004 号）」に規定されており、2.4GHz 帯の WLAN 等が認められている。本

決議は、「第 506/2008 号」に改訂され、対象となる機器・周波数が追加されてい

る。  

周波数割当は周波数分配表に基づき、分野ごとに手順が定められている。  

・排他的軍事目的利用の周波数帯の割当ては、軍と Anatel が共同で実施  

・Anatel の入札募集に対しては、オークション又は比較審査を実施  

・事業者からの割当申請に対しては、Anatel が審査を実施  

周波数の譲渡は認められていない。例外的に、電気通信サービス免許と同時の

場合には、Anatel の承認を受けて、譲渡ができる。  

（２）周波数オークション  

①700MHz 帯  

2014 年 9 月 30 日に終了した 700MHz 帯オークションは、クラロ、TIM ブラ

ジル、テレフォニカ・ブラジル、アルガー・テレコムの 4 社が落札し、落札総額

が 58 億 5,000 万 BRL となった。  

オークションにかけられたロット数は合計六つであったが、そのうちの二つの

ロット（ロット 4 及び 6）が売れ残った。ロット 1～3 は全国免許、ロット 4 は

ロット 5 と 6 を除いた全国免許、ロット 5 はブラジル南部の 4 州にまたがる 87

の自治体を含む地域免許、ロット 6 はパラナ州の二つの自治体（ロンドリーナ及

びタマラナ）を含む地域免許となっている。  

ブラジルの 700MHz 帯のバンドプランは、10MHz 幅×2 単位の周波数ブロッ

クとなっている。なお、700MHz 低帯域の 5MHz 幅×2（703-708/758-763MHz）

は、公共安全（Public Protection and Disaster Relief：PPDR）向けに既に割り

当てられている。  

700MHz 帯の落札者は、地上デジタルテレビ放送との間の有害な干渉の軽減措
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置にかかわる費用に加えて、テレビ・チャンネルの再編にかかわる費用も負担し

なければならない。  

2018 年 8 月に 700MHz 帯のすべてのテレビは移行を終え、すべての都市で移

動体通信用として使用できるようになった。  

②1.8GHz 帯／1.9GHz 帯／2.5GHz 帯  

2015 年 12 月、Anatel は、ブロードバンドの普及等に向けた政府の財源確保の

目的で、1.8GHz 帯、1.9GHz 帯及び 2.5GHz 帯に残された帯域に対するオーク

ションを実施した。落札総額は 7 億 6,270 万 BRL となり、主な事業者別では、

ネクステル・ブラジルが 4 億 5,500 万 BRL、テレフォニカ・ブラジルが 1 億 8,545

万 BRL、クラロが 6,186 万 BRL となっている。加えて自治体単位のロット C の

オークションにおいては、324 の事業者が参加し、落札総額は 8,990 万 BRL と

なった。  

③5G サービス用（700MHz 帯／2.3GHz 帯／3.5GHz 帯／26GHz 帯）  

政府は当初 2020 年 3 月までに 5G 周波数オークションを実施したい意向を示

していた。これを受け、Anatel は 2019 年 7 月に国内における 5G サービス展開

計画の検討を開始し、5G オークションの落札総額は約 200 億 BRL に達するとさ

れ、このうち、100 億 BRL は国庫に、残りの 100 億 BRL は移動体事業者に対す

る投資義務及びカバレッジ義務を一部補償するために支出される予定とされた。  

2020 年 1 月、MCTIC（当時）は 5G に使用される 700MHz 帯、2.3GHz 帯、

3.5GHz 帯、26GHz 帯の周波数オークションのガイドラインを発表し、衛星放送

と干渉する恐れがある 3.5GHz 帯については、適切な干渉軽減措置を導入するこ

とに言及した。  

2021 年 9 月には、Anatel が 5G 用周波数オークション規則を公開し、免許条

件として落札事業者に以下の義務を課した。  

・動的周波数共用（Dynamic Spectrum Sharing：DSS）技術ではなく、スタン

ドアロン方式の 5G サービスを 2022 年までに提供開始すること（3.5GHz 落札事

業者）  

・人口 600 人以上の都市や自治体に 4G 以降の移動体通信サービスを提供する

こと（2.3GHz 落札事業者）  

・連邦高速道路を移動体通信サービスでカバーすること（700MHz 落札事業者） 

・連邦政府向けのプライベート通信ネットワークを構築すること（3.5GHz 落

札事業者）  

・ブロードバンド未提供地域に高速ブロードバンド・サービスを提供すること

（光ファイバ推奨）（2.3GHz 落札事業者）  

・アマゾン地域に光ファイバを敷設する PAIS を実施すること（3.5GHz 落札事

業者）  
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・公立学校におけるインターネット接続の確保（26GHz 落札事業者）  

5G オークションは最初の計画から大幅に遅れて 2021 年 11 月に行われた。

Anatel は最低入札価格を合計 106 億 BRL と設定し、入札全体の推定価格は少な

くとも 497 億 BRL に達すると見積もっていたが、最終的に 472 億 BRL となっ

た。  

同オークションの対象は、700MHz 帯、2.3GHz 帯、3.5GHz 帯及び 26GHz で、

事業免許は 20 年間有効。2.3GHz 帯については地域ブロック免許のみとなるが、

その他の周波数帯はすべて全国免許と地域ブロック免許に分けられる。  

今回のオークションでは、既存通信事業者 5 社（テレフォニカ・ブラジル、ク

ラロ、TIM ブラジル、アルガー・テレコム、Sercomtel）と新規参入事業者 5 社

（Winity Telecom、Brisanet、Neko Serviços e Comunicações and Entertainment 

and Education（2022 年 9 月、事後的に免許取消し）、Consórcio 5G Sul（Unifique 

と  Copel Telecom のコンソーシアム）、Cloud2 U Indústria e Comércio de Eq-

uipamentos Eletrônicos）がそれぞれ 20 年間有効の事業免許を獲得した。ただ

し、26GHz 帯ではビジネスモデルの不確実性から売れ残りが生じた。売れ残った

ロットについては改めてオークションが実施される見込みである。  

3.5GHz の落札者は、2022 年 6 月 30 日までにすべての州都及び連邦直轄区で

5G サービスを開始し、その後 5G サービス・カバレッジを順次拡大する必要があ

る（半導体不足、中国ロックダウンによる国際物流への影響、通関の遅れ等を理

由に、Anatel は、3.5GHz 帯での 5G サービスの開始期限を 2 度延期し、2022 年

11 月 28 日までとすることを承認している）。2025 年 7 月 31 日までに人口 50 万

人以上の自治体、2026 年 7 月 31 日までに人口 20 万人以上の自治体、2027 年 7

月 31 日までに人口 10 万人以上の自治体、2029 年 7 月 31 日までに人口 3 万人以

上の全国の自治体、そして 2029 年 12 月 31 日までに人口 3 万人以下の全国の自

治体で 5G サービスを提供することが求められる。  

なお、Anatel は国内の 5G ネットワークから華為製品を排除しない方針を示し

ている一方で、政府専用ネットワークを構築する際には、調達先から華為製品が

除外される可能性が高いことを示唆した。  

④将来の周波数オークション  

Anatel は 2020 年 10 月、L バンドと呼ばれる 1.5GHz 帯の 1427MHz-1518MHz

を、将来の移動体通信システムのために確保することを明らかにした。  

2021 年 2 月には、6GHz 帯（5925/7125MHz）を免許不要の Wi-Fi 6E アクセ

ス用に開放する提案を承認した。Anatel によると、6GHz 帯を免許不要の Wi-Fi

利用に割り当てることによって、2021 年からの 10 年間で 1,121 億 USD 以上の

経済効果がブラジルにもたらされる可能性があるとしている。  

2022 年 4 月には、5G の追加周波数割当に関して、4.9GHz 帯を候補に挙げ、



ブラジル 

22 

パブリック・コンサルテーションを実施。現在、ポイント・ツー・ポイント通信

や公安用・防衛用に使われている周波数を削減すれば、4.9GHz 帯を解放できる

可能性があると示唆した。協議は 2022 年後半に行われる予定。  

３ 周波数利用料制度  

周波数利用料制度は、「周波数使用の使用権による公共費用の徴収規則」（決定

第 387/2004 号）、「周波数使用規則」（（決議第 671/2016 号）により一部改正）に

規定されている。通信、衛星及び放送分野で電波を利用する場合、周波数利用料

の支払義務がある。免許を取得した初年度のみの周波数利用料（ Public Price 

Charges for the Right of Use of Radio Frequency：PPDUR）と毎年の電波監理

経費が賦課される。通信衛星の利用に当たっては、衛星利用料（Public Price for 

the Right to Exploit Satellite：PPDES）が PPDUR に代わって課せられる。た

だし、防衛及び民間航空を目的とした利用や政府機関が利用するときは、周波数

利用料が免除される。  

４ 電波の安全性に関する基準  

Anatel は 2002 年の「決定第 303 号」によって電磁界ばく露にかかわる規制を

行ってきたが、2009 年 5 月には世界保健機関（World Health Organization：

WHO）のガイドラインに基づく「法律第 11934 号」を定めて、人体の電磁界ばく

露に関する制限値として国際非電離放射線防護委員会（ ICNIRP）の値を正式に採

用した。また、同法は Anatel に対して、電磁界レベルの監視と制限値の順守を執

行する権限を与えている。  

2018 年 9 月に Anatel は同法を改正し、Anatel がいつでも無線局のばく露レ

ベルを検査しコンプライアンス報告書と矛盾があれば運用停止させることができ

ることとし、その代わり出力 5W 以下の無線局については 5 年に一度の定期検査

を不要とした。  

Ⅲ 周波数分配状況  

「周波数利用規則」第 2 章第 158 条により、Anatel が周波数分配表を策定、公

表している。周波数分配表（2020 年版）を掲載している URL は以下のとおりで

ある。  

・ https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-

api/publico/anexos/download/db36871563204c812e300856bd9b2794 

・ https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-

api/publico/anexos/download/df7afdda635a8941488379eb1b4638fe  


